
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

の

完

了

担

当

課

（

室

）

○

〃

〃

目

次

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

【

告

示

】

○

令

和

二

年

度

自

衛

官

第

四

次

募

集

（

自

衛

官

候

危

機

管

理

課

完

了

補

生

）

○

落

札

者

等

の

決

定

教

育

委

員

会

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

更

新

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

【

公

告

】

○

岡

山

県

職

員

の

職

務

に

係

る

倫

理

の

保

持

に

関

人

事

課

す

る

状

況

及

び

倫

理

の

保

持

に

関

し

て

講

じ

た

施

策

の

公

表

○

一

般

競

争

入

札

の

実

施

財

産

活

用

課

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

〃

〃

○

〃

〃

○

飼

料

試

験

結

果

の

公

表

畜

産

課

○

都

市

計

画

の

決

定

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

二

級

建

築

士

の

免

許

の

取

消

し

〃

岡

山

県

公

報

令和２年７月１０日 第１２２０９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
一
号

防
衛
省
に
お
い
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
う
ち
自
衛
官
候
補
生
の
令
和
二
年
度
募
集
の
要
領
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

採
用
自
衛
官
の
区
分

自
衛
官
候
補
生

二

応
募
資
格

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
で
、
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
（
三
十
二

歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
現
在

で
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
に
限
る

）
で
、
か
つ
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百

。

六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
な
お
、
現

に
高
等
学
校
に
在
学
し
て
い
る
者
は
、
対
象
と
し
な
い
。

三

受
付
期
間

令
和
二
年
七
月
十
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
日
ま
で

四

採
用
試
験
種
目

筆
記
試
験
、
口
述
試
験
、
適
性
検
査
及
び
身
体
検
査

五

志
願
票
の
請
求
先
及
び
提
出
先

市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
、
同
本
部
出
張
所
、
同
本
部
地
域

事
務
所
若
し
く
は
同
本
部
募
集
案
内
所

六

採
用
試
験
期
日

令
和
二
年
八
月
二
十
九
日

七

試
験
場

１

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

２

陸
上
自
衛
隊
三
軒
屋
駐
屯
地
（
岡
山
市
北
区
宿
）

八

採
用
予
定
時
期

令
和
二
年
九
月
下
旬
、
同
年
十
一
月
下
旬
又
は
令
和
三
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の

間
九

そ
の
他

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
五
の
志
願
票
の
請
求
先
及
び
提
出
先
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部

〇
八
六

二
二
六

〇
三
六
一

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
津
山
出
張
所

〇
八
六
八

二
二

五
六
三
七

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
倉
敷
地
域
事
務
所

〇
八
六

四
二
二

七
三
五
八

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地
域
事
務
所

〇
八
六
六

二
二

二
三
一
四

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
岡
山
募
集
案
内
所

〇
八
六

二
二
四

二
八
二
四

－
－

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
o
k
a
y
a
m
a
/
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

庄
薬
局

倉
敷
市
上
東
六
六
〇

五

令
和
二
年
七
月
一
日

－

令和２年７月１０日　岡山県公報　第１２２０９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

ワ
コ
ー
薬
局

倉
敷
市
水
島
東
常
盤
町
二

一
六

令
和
二
年
七
月
一
日

－

株
式
会
社
服
部
薬
局
志
戸
部
店

津
山
市
志
戸
部
六
五
一

六

令
和
二
年
七
月
一
日

－

エ
ス
マ
イ
ル
薬
局
田
町
店

津
山
市
田
町
八
六

四

令
和
二
年
七
月
一
日

－

令和２年７月１０日　岡山県公報　第１２２０９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

庄
薬
局

倉
敷
市
上
東
六
六
〇

五

令
和
二
年
六
月
三
十
日

－
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〔
三
〇
九
〕
岡
山
県
職
員
倫
理
条
例
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
六
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
岡
山
県
職
員
の
職
務
に

係
る
倫
理
の
保
持
に
関
す
る
状
況
及
び
倫
理
の
保
持
に
関
し
て
講
じ
た
施
策
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

倫
理
の
保
持
に
関
す
る
状
況

１

夜
間
に
お
い
て
利
害
関
係
者
と
共
に
自
己
の
費
用
を
負
担
し
て
飲
食
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

届
出
の
件
数

五
九
件

２

利
害
関
係
者
と
共
に
、
自
己
の
費
用
を
負
担
し
な
い
で
飲
食
を
し
、
又
は
自
己
の
費
用
を
負
担

す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
遊
技
、
ゴ
ル
フ
若
し
く
は
旅
行
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
許
可

の
件
数

一
件

３

一
件
に
つ
き
五
千
円
を
超
え
る
贈
与
等
又
は
報
酬
の
支
払
を
受
け
た
件
数

〇
件

４

岡
山
県
職
員
倫
理
条
例
及
び
岡
山
県
職
員
倫
理
規
則
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
百
十
三
号
）

の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
る
懲
戒
処
分
の
件
数

〇
件

二

倫
理
の
保
持
に
関
し
て
講
じ
た
主
な
施
策

１

各
所
属
長
に
対
し
、
綱
紀
の
保
持
、
虚
礼
の
廃
止
等
に
つ
い
て
通
知
し
た
こ
と
。

２

職
員
研
修
等
に
お
い
て
、
職
員
倫
理
に
関
す
る
講
座
を
開
催
し
た
こ
と
。

３

不
祥
事
件
の
再
発
防
止
に
向
け
、
服
務
規
律
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
任
用
し
、
職
員
か
ら
の
相
談
を

受
け
る
と
と
も
に
、
綱
紀
粛
正
を
図
っ
た
こ
と
。

令和２年７月１０日　岡山県公報　第１２２０９号



三
一
〇

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

〔
〕

、

札
を
実
施
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調

達
内

容

(
1
)

購
入

等
件

名

岡
山

県
庁

分
庁

舎
、

丸
の

内
会

館
及

び
小

橋
町

庁
舎

で
使

用
す

る
電

気
の

調
達

(
2
)

仕
様

等

入
札

説
明

書
に

よ
る

。

(
3
)

納
入

期
間

令
和

２
年

1
0
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

９
月

3
0
日

ま
で

(
4
)

納
入

場
所

及
び

予
定

数
量

納
入

期
間

に
お

け
る

施
設

名
所

在
地

使
用

予
定

電
力

量

岡
山

県
庁

分
庁

舎
9
3
6
,
0
0
0
k
w
h

岡
山

市
中

区
古

京
町

一
丁

目

７
番

3
6
号

丸
の

内
会

館
3
1
8
,
0
0
0
k
w
h

岡
山

市
北

区
内

山
下

二
丁

目

５
番

７
号

小
橋

町
庁

舎
3
4
4
,
5
0
0
k
w
h

岡
山

市
中

区
小

橋
町

一
丁

目

１
番

2
5
号

(
5
)

入
札

方
法

入
札

に
当

た
っ

て
は

，
(
4
)
の

３
施

設
を

一
括

で
一

入
札

単
位

と
す

る
。

入
札

説
明

書
に

示
す

方

法
に

従
っ

て
計

算
し

た
，

施
設

ご
と

の
参

考
総

価
金

額
の

３
施

設
分

の
３

年
分

の
合

計
金

額
で

入
札

に
付

す
る

こ
と

と
し

，
消

費
税

額
及

び
地

方
消

費
税

の
額

を
含

め
な

い
金

額
を

入
札

金
額

と
す

る
こ

と
。
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(
6
)

そ
の

他

（
4
)
の

使
用

予
定

電
力

量
は

，
平

成
2
9
年

４
月

か
ら

令
和

２
年

３
月

ま
で

の
使

用
実

績
等

に
基

づ
き

，
将

来
的

な
計

画
を

考
慮

し
て

設
定

し
て

い
る

。
ま

た
，

天
候

等
に

よ
り

変
動

す
る

。

２
競

争
入

札
参

加
資

格

次
に

掲
げ

る
要

件
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
者

と
す

る
。

(
1
)

令
和

２
年

度
に

お
い

て
県

が
発

注
す

る
物

品
の

調
達

契
約

で
あ

っ
て

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令
第

3
7
2
号

）
の

規
定

が
適

用
さ

れ
る

契
約

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
（

令
和

２
年

岡
山

県
告

示
第

4
0

号
（

物
品

の
売

買
，

修
理

等
の

調
達

契
約

に
係

る
競

争
入

札
の

参
加

資
格

，
資

格
審

査
の

申
請

手

続
等

。
以

下
「

資
格

告
示

」
と

い
う

）
に

定
め

る
資

格
を

い
う

）
を

得
て

い
る

者
で

，
格

付
。

。

区
分

が
Ａ

で
あ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

(
2
)

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
2
2
年

政
令

第
1
6
号

）
第

1
6
7
条

の
４

第
２

項
の

規
定

に
該

当
し

な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

(
3
)

こ
の

公
告

の
日

か
ら

落
札

者
が

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

お
い

て
，

物
品

の
売

買
，

修
理

等
の

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
（

条
件

付
）

参
加

資
格

者
の

資
格

審
査

要
領

（
平

成
1
9
年

岡
山

県
告

示
第

3
0
6
号

）
の

規
定

に
よ

る
入

札
参

加
の

停
止

の
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

(
4
)

こ
の

公
告

の
日

か
ら

落
札

者
が

決
定

す
る

日
ま

で
の

間
に

お
い

て
，

物
品

の
売

買
，

修
理

等
の

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
（

条
件

付
）

参
加

除
外

等
要

領
に

基
づ

く
入

札
参

加
除

外
の

措
置

を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

(
5
)

民
事

再
生

法
（

平
成

1
1
年

法
律

第
2
2
5
号

）
に

基
づ

く
再

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

な
さ

れ
て

い
る

者
又

は
会

社
更

生
法

（
平

成
1
4
年

法
律

第
1
5
4
号

）
に

基
づ

く
更

生
手

続
開

始
の

申
立

て
が

な
さ

れ
て

い
る

者
（

再
生

手
続

開
始

の
決

定
又

は
更

生
手

続
開

始
の

決
定

を
受

け
て

い
る

者
を

除

く
）

で
な

い
こ

と
。

。

(
6
)

電
気

事
業

法
（

昭
和

3
9
年

法
律

第
1
7
0
号

）
第

２
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

小
売

電
気

事
業

の
登

録
を

受
け

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

(
7
)

二
酸

化
炭

素
排

出
係

数
（

調
整

後
排

出
係

数
，

未
利

用
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
活

用
、

再
生

可
能

エ
）

ネ
ル

ギ
ー

の
導

入
及

び
需

要
家

へ
の

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

・
節

電
に

関
す

る
情

報
提

供
の

取
組

に
関

し
，

入
札

説
明

書
で

示
す

入
札

参
加

条
件

を
満

た
し

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

(
8
)

岡
山

県
建

設
工

事
等

暴
力

団
対

策
会

議
運

営
要

領
に

基
づ

く
指

名
除

外
の

措
置

を
受

け
て

い
る

者
で

な
い

こ
と

。
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３
競

争
入

札
参

加
資

格
の

申
請

手
続

こ
の

一
般

競
争

入
札

へ
の

参
加

を
希

望
す

る
者

で
，

２
(
1
)
の

資
格

を
得

て
い

な
い

も
の

は
，

資

格
告

示
に

基
づ

き
令

和
２

年
８

月
３

日
午

後
４

時
ま

で
に

申
請

手
続

を
行

う
こ

と
。

申
請

書
の

入
手

先
，

提
出

先
及

び
申

請
に

関
す

る
問

い
合

わ
せ

先

〒
7
0
0
－

8
5
7
0

岡
山

市
北

区
内

山
下

二
丁

目
４

番
６

号

岡
山

県
出

納
局

用
度

課
管

理
班

（
岡

山
県

庁
本

庁
舎

２
階

）

電
話

（
0
8
6
）

2
2
6
－

7
5
3
8
（

直
通

）

４
入

札
書

の
提

出
場

所
等

(
1
)

入
札

書
の

提
出

場
所

，
契

約
条

項
を

示
す

場
所

，
入

札
説

明
書

等
の

交
付

場
所

及
び

問
い

合
わ

せ
先〒

7
0
0
－

8
5
7
0

岡
山

市
北

区
内

山
下

二
丁

目
４

番
６

号

岡
山

県
総

務
部

財
産

活
用

課
庁

舎
営

繕
班

（
岡

山
県

庁
本

庁
舎

４
階

）

電
話

（
0
8
6
）

2
2
6
－

7
2
3
8
（

直
通

）

(
2
)

入
札

説
明

書
の

交
付

期
間

及
び

交
付

方
法

ア
交

付
期

間

令
和

２
年

７
月

1
0
日

（
金

）
か

ら
同

年
８

月
３

日
（

月
）

ま
で

（
岡

山
県

の
休

日
を

定
め

る

条
例

（
平

成
元

年
岡

山
県

条
例

第
２

号
）

第
１

条
第

１
項

に
規

定
す

る
県

の
休

日
を

除
く

）
。

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で

イ
交

付
方

法

(
1
)
の

場
所

に
お

い
て

交
付

す
る

。
ま

た
，

岡
山

県
総

務
部

財
産

活
用

課
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

か
ら

も
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i

。

/
1
0
/
）

(
3
)

入
札

及
び

開
札

の
日

時
及

び
場

所

令
和

２
年

８
月

2
1
日

（
金

）
午

後
２

時
（

郵
送

等
に

よ
る

入
札

書
の

受
領

期
限

は
，

同
月

2
0

日
午

後
５

時
）

岡
山

市
北

区
内

山
下

二
丁

目
４

番
６

号

岡
山

県
庁

地
下

１
階

用
度

課
入

札
室

５
入

札
者

に
要

求
さ

れ
る

事
項

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
参

加
を

希
望

す
る

者
は

，
入

札
書

を
４

(
3
)
の

期
限

ま
で

に
提

出
す

る
以

外
に

，
一

般
競

争
入

札
（

条
件

付
）

参
加

申
出

書
及

び
入

札
説

明
書

で
指

定
す

る
必

要
書

類
を

令
和
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２
年

８
月

３
日

（
月

）
午

後
５

時
ま

で
に

，
４

(
1
)
の

場
所

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

ま
た

，
入

札
者

は
，

開
札

日
の

前
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

，
提

出
し

た
書

類
等

に
関

し
契

約
担

当

者
か

ら
説

明
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

，
そ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

６
そ

の
他

(
1
)

入
札

及
び

契
約

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

(
2
)

入
札

保
証

金

（
）

。
岡

山
県

財
務

規
則

昭
和

6
1
年

岡
山

県
規

則
第

８
号

第
1
3
1
条

及
び

第
1
3
3
条

の
規

定
に

よ
る

(
3
)

契
約

保
証

金

岡
山

県
財

務
規

則
第

1
5
3
条

及
び

第
1
5
5
条

の
規

定
に

よ
る

。

(
4
)

入
札

の
無

効

こ
の

公
告

に
示

し
た

競
争

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

の
し

た
入

札
，

入
札

者
に

求
め

ら
れ

る
義

務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
し

た
入

札
そ

の
他

岡
山

県
財

務
規

則
第

1
4
0
条

各
号

に
掲

げ
る

入
札

に
係

る
入

札
書

は
，

無
効

と
す

る
。

(
5
)

契
約

書
作

成
の

要
否

要

(
6
)

落
札

者
の

決
定

方
法

岡
山

県
財

務
規

則
第

1
3
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
決

定
さ

れ
た

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

(
7
)

契
約

に
お

け
る

特
約

事
項

当
該

契
約

に
係

る
歳

入
歳

出
予

算
の

減
額

又
は

削
除

が
あ

っ
た

場
合

は
，

県
は

，
こ

の
契

約
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

(
8
)

そ
の

他

詳
細

は
，

入
札

説
明

書
に

よ
る

。

７
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)

N
a
t
u
r
e

a
n
d

q
u
a
n
t
i
t
y

o
f

t
h
e

p
r
o
d
u
c
t
s

t
o

b
e

p
u
r
c
h
a
s
e
d

:

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

O
f
f
i
c
e

A
n
n
e
x
,

M
a
r
u
n
o
u
c
h
i

E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y

f
o
r

H
a
l
l
,

a
n
d

K
o
b
a
s
h
i
-
c
h
o

O
f
f
i
c
e

1
,
5
9
8
,
5
0
0
k
W
h
（

３
y
e
a
r
s
）
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(
2
)

D
e
l
i
v
e
r
y

p
e
r
i
o
d

:

F
r
o
m

１
O
c
t
o
b
e
r
,

2
0
2
0

t
h
r
o
u
g
h

3
0

S
e
p
t
e
m
b
e
r
,

2
0
2
3

(
3
)

D
e
l
i
v
e
r
y

p
l
a
c
e

:

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

O
f
f
i
c
e

A
n
n
e
x

１
－

７
－

3
6

F
u
r
u
g
y
o
－

c
h
o
,

N
a
k
a
－

k
u
,

O
k
a
y
a
m
a
－

s
h
i

M
a
r
u
n
o
u
c
h
i

H
a
l
l

２
－

５
－

７
U
c
h
i
s
a
n
g
e
,

K
i
t
a
－

k
u
,

O
k
a
y
a
m
a
－

s
h
i

K
o
b
a
s
h
i
-
c
h
o

O
f
f
i
c
e

１
－

１
－

2
5

K
o
b
a
s
h
i
－

c
h
o
,

N
a
k
a
－

k
u
,

O
k
a
y
a
m
a
－

s
h
i

(
4
)

T
i
m
e

l
i
m
i
t

f
o
r

t
e
n
d
e
r

:

2
:
0
0

P
.
M
.

2
1

A
u
g
u
s
t
,

2
0
2
0
（

b
y

m
a
i
l

5
:
0
0

P
.
M
.

2
0

A
u
g
u
s
t
,

2
0
2
0
）

(
5
)

C
o
n
t
a
c
t

p
o
i
n
t

f
o
r

t
h
e

n
o
t
i
c
e

:

P
r
o
p
e
r
t
y

U
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n

D
i
v
i
s
i
o
n
,

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

G
e
n
e
r
a
l

A
f
f
a
i
r
s
,

O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

２
－

４
－

６
U
c
h
i
s
a
n
g
e
,

K
i
t
a
－

k
u
,

O
k
a
y
a
m
a
－

s
h
i
,

O
k
a
y
a
m
a
－

k
e
n
,

7
0
0
－

8
5
7
0

J
a
p
a
n

T
E
L

0
8
6
－

2
2
6
－

7
2
3
8
（

d
i
r
e
c
t

d
i
a
l
i
n
g
）

令和２年７月１０日　岡山県公報　第１２２０９号



〔
三
一
一
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
二
年
七
月
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ハ
ッ
ピ
ー
ハ
ウ
ス
浅
口

三

代
表
者
の
氏
名

阿
藤

宅
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

浅
口
市
鴨
方
町
地
頭
上
五
六
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

、

（

）

（

）（

「

」

。
）

こ
の
法
人
は

精
神
障
が
い
者

児

と
知
的
障
が
い
者

児

以
下

障
が
い
者

と
い
う

に
対
し
就
労
の
場
を
提
供
し
、
障
が
い
の
あ
る
人
達
と
家
族
が
住
み
な
れ
た
地
域
の
中
で
い
き
い
き

と
安
心
し
て
自
立
・
共
生
す
る
こ
と
を
目
指
す
事
業
等
を
行
い
、
地
域
に
障
が
い
者
支
援
活
動
の
理

解
を
求
め
、
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
の
種
類
、
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
、
役
員
に
関
す
る
事
項
及
び

会
議
に
関
す
る
事
項
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〔
三
一
二
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
二
年
七
月
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
笠
岡
を
元
気
に
す
る
会

三

代
表
者
の
氏
名

柚
木

義
和

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
四
番
町
三
番
地
二
〇
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
不
特
定
多
数
の
市
民
、
団
体
の
活
動
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
笠
岡
市
の
活

力
、
元
気
さ
を
一
層
力
強
く
前
進
さ
せ
る
と
と
も
に
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
障
害

児
通
所
支
援
事
業
を
行
い
生
活
の
安
定
及
び
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

目
的
、
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
、
そ
の
他
の
事
業
の
種
類
及
び
そ
の
他
事
業
に
関

す
る
事
項
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〔
三
一
三
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
二
年
七
月
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
岡
山
マ
イ
ン
ド
「
こ
こ
ろ
」

三

代
表
者
の
氏
名

多
田

伸
志

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
真
備
町
箭
田
一
六
七
九
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
心
の
「
病
」
を
か
か
え
た
当
事
者
・
家
族
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
「
障
が
い
」
状
態

に
あ
る
方
々
に
対
し
て
、
地
域
で
暮
ら
す
た
め
の
多
様
な
生
活
支
援
・
相
談
・
交
流
・
研
修
・
啓
発

活
動
等
の
事
業
を
行
い
、
ま
た
、
心
の
「
病
」
を
か
か
え
た
当
事
者
に
よ
る
自
助
・
就
労
活
動
等
を

通
じ
て
、
多
く
の
市
民
の
方
々
と
共
に
、
互
い
に
学
び
あ
い
、
互
い
に
支
え
あ
っ
て
生
き
る
平
ら
で

豊
か
な
地
域
を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

会
議
に
関
す
る
事
項
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〔
三
一
四
〕
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十

）

、

五
号

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
二
年
五
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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収去場所 飼 料 の 名 称 製造年月 試 験 項 目 違反の有無及び違反の内容製造事業場等の名称及び所在地

中国物産株式会社笠岡工場 同 左 和牛繁殖マッシュ 令和２年４月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市笠岡２３６９番地の２９ 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ

西日本飼料株式会社 同 左 乳牛用飼育配合飼料 令和２年５月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市水島海岸通三丁目６番地３ ＢＣミックス 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ

日清オイリオグループ株式会社水島工場 同 左 脱脂大豆 令和２年４月 粗たん白質，粗繊維 無
岡山県倉敷市水島海岸通三丁目２番地

中部飼料株式会社水島工場 同 左 マル中印幼令牛育成用・肉用牛肥育 令和２年４月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市水島海岸通三丁目１番地３ 用配合飼料 粗灰分，カルシウム，りん，

αプラス育成 ＴＤＮ

ＪＡ西日本くみあい飼料株式会社倉敷工場 同 左 くみあい配合飼料 令和２年４月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２６５番地 育成用もりもりプラス 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ

株式会社Ｊ－オイルミルズ倉敷工場 同 左 Ｊ－オイルミルズ大豆ミール 令和２年５月 粗たん白質，粗繊維 無
岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２６６番地

日本農産工業株式会社水島工場 同 左 ノーサン印若令牛育成用配合飼料 令和２年４月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市児島塩生２７６７番地３２ ニューグロアー 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ

加藤製油株式会社岡山工場 同 左 脱脂大豆 令和２年５月 粗たん白質，粗繊維 無
岡山県玉野市築港五丁目８番１号

フタバ飼料株式会社 同 左 子牛前期 令和２年４月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県岡山市東区瀬戸町万富１０５７番地１ 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ
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〔
三
一
五
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
矢
掛
町

か
ら
矢
掛
都
市
計
画
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し

の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

矢
掛
都
市
計
画
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

二

都
市
計
画
の
決
定
年
月
日

令
和
二
年
六
月
二
十
九
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
矢
掛
町
建
設
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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〔
三
一
六
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
中
局

井
原
市
西
江
原
町
字
立
戸
二
九
五
八
番

五
・
〇
〇

二
八
・
二
〇

建
第
二
〇
一
一
号

四
、
二
九
五
八
番
四
地
先
水
路
、
二
九
五

令
和
二
年
七
月
一
日

八
番
四
地
先
道
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〔
三
一
七
〕
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
級

建
築
士
の
免
許
の
取
消
し
を
行
っ
た
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

令
和
二
年
七
月
六
日

二

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名
、
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建

築
士
の
別
及
び
そ
の
者
の
登
録
番
号

竹
内

勉

二
級
建
築
士

第
三
一
八
四
号

三

免
許
の
取
消
し
の
理
由

相
続
人
か
ら
、
当
該
二
級
建
築
士
が
死
亡
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
た
め
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〔
三
一
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
門
田
字
荒
神
一
八
〇

三
、
一
八
三

一
、
一
八
三

三
、
一
八
三

六

－
－

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

総
社
市
門
田
一
八
四

一

－

株
式
会
社
リ
リ
ィ
・
ベ
ル

代
表
取
締
役

菅
野

知
昭

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
〇
八
号
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〔
三
一
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
秦
字
藤
ノ
木
三
四
三

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
新
本
一
〇
二
三

三

－

坂
本

竜
彦

坂
本

幸
子

倉
敷
市
真
備
町
辻
田
一
〇
一
三

二
三

－

三
笘

恵
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
四
号
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〔
三
二
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
清
音
軽
部
字
八
幡
前
一
一
五
二

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
総
社
一
丁
目
三

三
一
サ
ン
・
ト
ー
タ
ス
二
Ｅ
号
室

－

西
井

三
晃

西
井

美
幸

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
三
号

令和２年７月１０日　岡山県公報　第１２２０９号



〔
三
二
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
門
田
字
荒
神
一
八
〇

三
、
一
八
三

一
、
一
八
三

三
、
一
八
三

六

－
－

－
－

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
下
水
道

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

総
社
市
門
田
一
八
四

一

－

株
式
会
社
リ
リ
ィ
・
ベ
ル

代
表
取
締
役

菅
野

知
昭

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
〇
八
号
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〔
三
二
二
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
二
年
七
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

岡
山
県
教
育
委
員
会
に
お
け
る
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
社
教
育
機
関
向
け
ラ
イ
セ
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
七
五
四
五

一
一

－

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
六
月
二
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

リ
コ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
販
売
事
業
本
部
岡
山
支
社
岡
山
第
二
営
業
部

岡
山
市
北
区
下
中
野
二
三
六

六

－

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

三
七

九
三
八

一
四
六
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
三

四
四
八

九
二
二
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

令
和
二
年
四
月
二
十
一
日
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